
神石高原町立病院 面会に係る規定  

  

１．目的  

本規定は、入院中の患者の療養生活の質の向上及び尊厳の保持、並びに円滑な退院支援を図るため、患

者と家族等の面会に関する基本的な考え方及び運用方法を定めるものである。  

 

２．基本方針  

1） 感染対策等の正当な理由がない限り、面会を妨げない。  

2） 面会は患者の心身の安定、治療意欲の向上、退院支援に重要であることを踏まえ、必要以上に厳

格な制限を行わない。  

3）面会制限が必要な場合は、目的・期間・対象を明確にし、合理的な範囲に限定する。  

 

３．面会時間・面会場所・面会者   (※面会制限・面会禁止中は下記の時間と異なる) 

・面会時間 原則： 13 時 〜 17 時 

※土日祝日も面会できます。病院の実情に合わせて変更することがある。  

 （時間外の面会は、患者の状態や緊急性に応じて担当医師が判断する。）  

  

・面会場所 原則として病室またはデイルームの面会スペース。 

       ※感染対策上必要な場合は、面会場所を限定することがある。 

◇デイルーム   1 回 2 名 15 分程度 

◇病室（大部屋） 1 回 1 名 10 分程度 

       ( ※個室の場合  1 回  15 分程度 ) 

 

・面会者 家族、親族、患者が希望する支援者等。 (中学生以上に限る) 

（面会は、患者の状態や感染状況を踏まえて判断する。）  

      受付にて健康チェック（体温計測と健康状態の聞き取り）のち面会シールを貼っていただ 

き、面会時間を守っていただくことをお伝えあがってもらう 

 

 

 

 



４．面会時の留意事項  

• 発熱・咳などの症状がある場合は面会を控える（お断りさせていただく事がある） 

• 手指衛生の実施 ・マスクの着用を求める  ・他の患者の療養環境に配慮する  

 

５．面会制限・面会禁止を行う場合  

以下の場合に限り、必要最小限の範囲で制限を行う。  

1）感染症の流行や院内感染発生時（ICT 面会基準に基づく） 

  面会制限 流行感染症での入院患者が 1〜4 名の場合 

  面会禁止 流行感染症が入院患者より 1 名でも発生した場合。 

また、職員が複数名感染し、業務に支障を来した場合 

2）患者の病状が不安定な場合 

3）医療安全上の理由がある場合 

4）その他、病院長が必要と認めた場合制限を行う際は、「理由」「期間」「対象範囲」を明確に 

し、患者・家族に説明する。  

 

６．特別な配慮が必要なケース 

以下の場合は、可能な限り面会を認める方向で調整する。  

・終末期・看取り   • 認知症・精神的支援が必要な患者  

・小児          • 障害等により家族の関与が不可欠な場合 

※オンライン面会による対応も考慮する  

 

７.面会に関する広報について 

  病院ホームページ・かがやきネット・玄関にポスターを張り出し面会者に周知を行う。 

（面会禁止開始時と終了時） 

 

８．規定の見直し  

• 本規定は、感染状況、社会情勢、院内の運用状況等を踏まえ、少なくとも年１回以上、定期的に見

直しを行う。  

• 見直し内容は委員会等で審議し、記録を残す。  
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